
資料２ 

 

「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」

に係るＪＡＳ制度の対応方向（案） 
 
 

 
Ⅰ．「改革実施計画」に係るＪＡＳ制度の対応方向（登録認定機関を例として）     ・・・１ 

１．登録認定機関の登録（入口）における関与の仕方                ・・・２ 
２．登録認定機関の業務実施（中間）における関与の仕方              ・・・７ 
３．登録認定機関、認定事業者の取消等（出口）における関与の仕方         ・・・９ 

Ⅱ．有機ＪＡＳに係る登録認定機関に対する関与の仕方                ・・１２ 
 Ⅲ．登録格付機関による格付の扱い                         ・・１６ 
 Ⅳ．都道府県及び農林水産消費技術センターによる格付の扱い             ・・１９ 
 Ⅴ．その他の検討課題                               ・・２４ 

 
 
 

平成１５年１２月 
農 林 水 産 省 



Ⅰ．「改革実施計画」に係るＪＡＳ制度の対応方向（登録認定機関を例として） 

  登録認定機関に対する国の関与の仕方を見直す。 

 

 
対応方向 現 行

◎ 大臣の代行としての事業 

（製造業者等の認定）の実施 

◎ 民間機関としての事業 

（製造業者等の認定）の実施 
 

 

 ◎ 明確な登録基準 ◎ 行政の裁量の余地がある 

登録基準  
◎ 事後チェック体制の整備 

・ 大臣による登録認定機関への

業務改善命令の創設 
・ 登録認定機関による認定事業

者の監査の法定化  等 

 
◎ 事前チェックが中心 

・大臣による業務規程及び 
  手数料の認可 

 

 



１．登録認定機関の登録（入口）における関与の仕方 

対応方向 

◎ 登録基準の明確化 
①  ＩＳＯガイドを法律で引用 
②  財務諸表の開示の義務づけ 

（申請事業者が自らの責任で 
登録認定機関の適否を判断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 行政の裁量の余地がある 

登録基準 
① 必要な人員及び公正性の要件

等を法律でなく告示等で規定 
② 十分な経理的基礎の有無を行

政が裁量的に判断 

現 行

◎ 業務規程、手数料の認可制 
 （認可の際、実態的には 

ＩＳＯガイドを参考に審査） 

◎ 業務規程、手数料の届出制  

 



ていれば、

６条第２項

 審査に従事する者は、２名以上で審査対象工場の規模・数に応じて

必要な数 
 判定に従事する者は、１名以上で判定対象工場数に応じて必要な数

 審査とは、認定の技術的基準への適合性を評価すること。 
 果に基づき認定するかどうかを決定すること。 
定 る事項： 
 認 て、認定業務を適切に行うための方針及び審 
査 分離が定められていること。 
 内 されていること。 

で ） 

管 関する

第 条の６

． 礎（詳細は通知で規定） 

業 の単位

の に３年

従事 者 
目 位取得

に 以上（

た者

③ 飲食料品の製造・加工・検査等の実務に５年以上（うち品質管理・

品質保証の実務経験３ 事した者 
④ 上記と同等以上の資格 者 
※ 地鶏肉、有 産物、 に関する規格については、上記に準

じて畜産物、 物の 等の修学や実務経験が要件として

定められてい  
認定業務に従事 者の

認 に行うのに十分な経理的基礎を有する法人であ

こ ７条の６で準用する第１６条第２項第２号） 

録 に関する要領（通知） 
林 者が次に該当する場合は登録を行わない。 
 申 について、累積欠損が生じている場合 

． 施（詳細は通知で規定） 

役員、農林水産省令で定める構成員又は職員の構成が、認定の公正

な実施に支障を及ぼすおそれがないこと（ＪＡＳ法第１７条の６で準

用する第１６条第２項第３号） 

農林水産省令で定める構成員 
・社団法人、合名会社、合資会社、有限会社：社員 
・株式会社：株主 
・その他の法人：上記に準ずる者 
年以上）従

を有する

林産物等

生産や林業

人員： 
(1) 現 行 

登録認定機関の登録基準について 

現行法では、申請者が次の登録要件を満たし

林水産大臣に登録の義務がある。（ＪＡＳ法第１

１．認定業務に必要な資格・人員等（詳細は告示

認定業務に従事する者の資格・人員及び認定業務の

項が大臣の定める基準に適合していること（ＪＡＳ法

準用する第１６条第２項第１号） 

大臣が定める基準（告示）の例 
認定業務に従事する者の資格： 
① 大学以上卒業者（飲食料品の製造・加工に関する授

得が必要条件）かつ飲食料品の製造・加工・検査等

上（うち品質管理・品質保証の実務経験２年以上）

② 高校卒業者（飲食料品の製造・加工に関する授業科

必要条件）かつ飲食料品の製造・加工・検査等の実務

ち品質管理・品質保証の実務経験３年以上）従事し
判定とは、審査結

業務の管理に関す

定業務規程におい

部門と判定部門の

部監査体制が確立

十分な経理的基

定を的確かつ円滑

と（ＪＡＳ法第１

認定機関の登録等
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して審査することが定められている。 
○ 認定業務規程が認定の公正な実施上不適当と認める場合、大臣は、

当該規程の変更を命ずることができる。 

機関の登録等に関する要領（通知） 
大臣は、申請者が次に該当する場合は登録を行わない。 
等の構成が次の事由で、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそ

ると認められるとき： 
対象となる農林物資の業界関係者、同一の親族又は特定の企 

係者が、原則として役員現在数の２分の１を超えている場合 
社では、個人、同一の親族又は特定の企業の関係者が、発行 
総数の５０％を超えている場合 

登録認定機関の認定手数料の認可 

現行法では、登録認定機関は認定手数料について、農林水

産大臣の認可を受ける必要がある。（ＪＡＳ法第１５条） 

○ 認可の基準は次のとおり（ＪＡＳ法施行令第５条） 
① 手数料の額が、認定業務の適正な実施に要する費用の額を超えな

いこと。 
② 特定の者に対して不当な差別的扱いをするものでないこと。 

関する業務以外の業務を行うことによって、認定が不公正に

れがないこと（ＪＡＳ法第１７条の６で準用する第１６条第

号） 

登録格付機関について 

登録格付機関の登録基準、格付業務規程の認可及び格付手

数料の認可は、登録認定機関とほぼ同様の内容となっている。

ただし、登録認定機関と異なり、登録基準において「機械

器具その他の設備」についても品目ごとに農林水産大臣が定

める基準に適合すべき旨が定められている。 

機関の登録等に関する要領（通知） 
大臣は、申請者が次に該当する場合は登録を行わない。 
者が行う認定の業務以外のその他の業務について、当該業務が

対象となる農林物資の製造・販売等に係るものである場合、 

ルタント業務である場合その他認定が不公正になるおそれが 
あると認められる場合 

臣が定める基準（告示）の例（食用植物油脂） 
付のために使用する機械器具その他の設備： 
ロビボンド比色計、アッベ屈折計、曇り点測定装置、水分測定装置、

ガスクロマトグラフ装置、恒温水槽、定温乾燥器、天びん（感量が

０．１mg 以下のもの）、比重瓶、温度計、冷蔵庫、ガラス器具及び

雑器具 
登録認定機関の認定業務規程の認可

現行法では、登録認定機関は認定業務

産大臣の認可を受ける必要がある。（ＪＡ

準用する第１７条の２） 

○ 認可の基準は法定化されていない。（ただし

ガイド及び（有機については）コーデックス
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１．登録基準の法定化 

登録基準を政令、省令、告示、通知ではなく、すべて法

律に明記する必要がある。 
 
２．業務規程及び手数料は届出制に 

登録以外の事前チェックの手段として位置づけられ、ま

た行政の裁量の余地が大きいとの指摘を受けている「認定

業務規程及び認定手数料の認可制」については、「届出制」

に変える必要がある。 
 
３．客観的な登録基準による一元的なチェック 

上記１．２．を考慮に入れ、現在、業務規程及び手数料

の認可の際にチェックしている項目を可能な限り登録基準

に含めて明確化し、登録の際に一元的にチェックする仕組

みとすれば、登録認定機関の公正性等は担保されるのでは

ないか。 
 
４．新たな登録基準（ＩＳＯガイドの引用） 
このように登録の審査を事前チェックを一元的に行う手

続きとしてとらえた場合、以下のメリットを有するＩＳＯ

（国際標準化機構）が定めた製品認証機関に対する一般要

求事項（以下「ＩＳＯガイド」という）を登録基準として

引用することが適当と考えられる。 
対応方向 

① 現行の登録基準には定められていない「認証機関によ

る認証取消権限」、「認証事業者に関する機密保持」、「認証

事業者に対するサーベイランス」、「異議申立て手続」等が

定められており、基準として網羅的である。 
② ＩＳＯガイドは欧米の有機農産物等の認証機関の審査

基準としても用いられており、登録基準について、国際的

な整合性を確保する観点からも好ましい。 
註１：ＩＳＯとは、製品やサービスの国際交流及び国際協力を助長

することを目的として、国際標準の制定及びその関連活動を行

っている機関で、各国の標準化機関から構成される。 
註２：登録基準としてＩＳＯガイドを引用している法令として、薬

事法の例があるほか、工業標準化法でも引用が検討されている。

このため、法律への具体的な引用の仕方については、これら他

法令の動向等を見極めながら検討する。 
 

なお、「改革実施計画」の実施に当たっては、財務諸表

の開示を義務づけることで、経理的基礎は登録要件としな

いこととされているが、認定事業者の保護の観点や国際的

な整合性の観点から、ＩＳＯガイドに規定されている「認

証システムの運営に必要な財政的安定性及び経営資源を

持つこと」という基準も適用する方向で検討することが適

当である。 



（参考）ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５（製品認証機関に対する一般要求事項）について 
１．適用範囲 
 製品認証業務を行う第三者機関が、適格であり信頼できると認められ

るために遵守しなければならない一般要求事項を規定。 
・製品認証とは、事業者が供給する製品・プロセスなどが、特定の規格

へ適合しているかどうかを第三者機関が評価し、認証を付与すること。 
２．要求事項の概要 
(1) 一般 
 製品認証機関が業務を行う方針、手順及び運用は、差別的でないこと。 
(2) 組織 
・認証に関する決定は、当該評価の実施者以外の者が行うこと。 
・賠償責任などの債務に対して適切な備えがあること。 
・認証システムの運営に必要な財政的安定性及び経営資源（人、もの及

び財）を持つこと。 
・関連機関の活動によって、認証の機密保持、客観性又は公平性が影響

されないこと。 
（認証の対象製品と同じ製品の設計・供給を行わない。申請者に対する

助言及びコンサルタント・サービスを行わない。等） 
(3) 運営・手続・記録等 
 認証機関は、製品規格への適合性を評価するために必要なすべての手

順を踏まなければならず、検査等の業務を下請負する場合にあっても、

認証機関がそれらの業務に対して全責任を負う。 
 認証機関は、関連する規格又は認証システムに係るサンプリング、試

験、検査などのその他の要求事項を指定する。 

 認証機関は、認証の授与、維持、取消し、再評価等の条件及び手続を

定め、文書化する。 
それらの手順の実施に当たっては、記録を管理・保持し、処分する。 

(4) 内部監査 
 認証機関は、計画的かつ体系的な方法で全ての手順について定期的な

内部監査を実施する。 
(5) 機密保持 
 認証機関は、認証活動の過程において得られる情報の機密を保護する

ための適切な取決めを持ち、法律等で定められる場合を除き、その供

給者の書面での同意がない限り第三者に開示しない。 
(6) 要員（認証に必要な検査・審査を行う者、判定する者等） 
 認証機関は、要員の適格性に関する最低限の基準を定め、各認証要員

の関連する資格等の情報を保持し、最新の状態を維持する。 
(7) 異議申立て 
 認証機関は、供給者等から持ち込まれる異議申立て、苦情及び紛争を

定められた手順に従って処理し、記録を保持する。 
(8) サーベイランス 
 認証機関は、サーベイランスを実施する文書化した手順を持ち、活動

を記録する。また、供給者に対し、製品の適合性に影響を与える変更は

全て認証機関に通知するよう要求する。 
(9) ロゴマーク等の管理 
 認証機関は、認証書及びマークの所有権、使用及び表示を適切に管理

する。 



２．登録認定機関の業務実施（中間）における関与の仕方 

 
対応方向 現 行

 
◎ 大臣が直接事業者を認定す

ることも可能 
◎ 大臣は認定の実施主体とな

らない（例外的な場合のみ認

定可能） 

 

 

 ◎ 登録認定機関の業務を是正

させる処分がない  ◎ 登録認定機関に対する登録

基準への適合命令、業務改善

命令の創設 

 
◎ 登録認定機関による認定の

結果等について、事業者から

大臣に審査請求が可能 

 

 
◎ 大臣への審査請求を廃止 

 
◎ みなし公務員規定、秘密保持

義務を廃止 
◎ 役職員のみなし公務員規定、

秘密保持義務 
 



 
 
１．大臣による事業者の認定 

法律上、限定なく大臣による事業者の認定が可能となってい

る。（ＪＡＳ法第１５条） 
 
２．登録認定機関に対する行政処分 

認定業務停止命令又は登録取消（ＪＡＳ法第１７条の６で準

用する第１７条の４）はあるが、登録認定機関の業務を是正さ

せる処分がない。 
 
３．登録認定機関の処分に関する大臣への審査請求 

ＪＡＳ法の規定による登録認定機関の処分又は不作為につ

いて不服がある者は、農林水産大臣に対して行政不服審査法に

よる審査請求が可能。（ＪＡＳ法第２１条の２） 
※ 行政代行機関が行う処分等への不服について、行政庁に対

して審査を請求できること。（法律に定めがある場合に限る。） 
 
４．登録認定機関の役職員についてのみなし公務員規定、秘密

保持義務（ＪＡＳ法第１７条の８） 
みなし公務員規定により、公務執行妨害罪、公文書偽造罪、

収賄罪、贈賄罪等が適用される。 
秘密保持義務違反の場合、ＪＡＳ法第１７条の４第２項第４

号の規定により登録取消又は認定業務停止の対象となる。 

 
 

対応方向 現 行 

１．行政代行性のない民間機関による認定が基本 
大臣自らは認定の実施主体とならないことが原則。 
ただし、登録認定機関が存在しない場合、又は天災等の理由

により登録認定機関の業務を実施することが困難な場合につ

いては、例外的な大臣認定を暫定的に可能とする方向で検討。 
 
２．登録認定機関に対する適合命令、業務改善命令を創設 

認定業務規程及び認定手数料の認可制が届出制となること

を踏まえ、事後チェック手段として、認定業務の迅速かつ的確

な是正を可能とする観点から、登録認定機関に対する登録基準

への適合命令及び業務改善命令を創設する。 
 
３．大臣への審査請求、役職員のみなし公務員規定及び秘密保

持義務は廃止 
登録認定機関が行政代行でなく、民間機関として認定業務を

実施する観点からの見直しとして、大臣に対する審査請求、役

職員のみなし公務員規定及び秘密保持義務は廃止する。 
 
 

 



３．登録認定機関、認定事業者の取消等（出口）における関与の仕方 

 
対応方向 現 行

 
◎ 登録基準への適合命令を経

た後、業務停止又は登録取消 

◎ 登録基準に適合しない登録

認定機関は業務停止又は登録

取消 

 

 

 ◎登録認定機関に認定事業者

の認定取消権限を付与（なお、

認定事業者が登録認定機関の定期監

査を受けない場合、認定が失効） 
註：民間機関が民間事業者に対して不利益処分を行う

こと及び民間事業者の責によらない事由により認

定を失効させることについて、法制的な見地から検

討が必要。 

 ◎ 登録認定機関は認定事業者

の認定取消権限なし（大臣によ

る取消がない限り認定は継続） 
 

 

 
◎ 登録認定機関の登録取消等

の場合における認定事業者の

取扱が不明確 

 
◎ 登録認定機関取消等の場合、

大臣が認定する可能性を残す 
 



 
 
１．登録認定機関の業務停止又は登録取消 

登録認定機関が①登録基準に適合しなくなった場合、②業務

規程によらず認定を行った場合、③不正な手段で登録を受けた

場合等には、大臣は直ちに認定業務停止命令又は登録取消を行

うことができる。（ＪＡＳ法第１７条の６で準用する第１７条

の４第２項） 
 
２．認定事業者の認定取消 
認定事業者が①認定の技術的基準に適合しなくなった場合、

②格付によらず製品にＪＡＳマークを付して販売等を行った

場合、③不正な手段で認定を受けた場合、④格付の改善命令又

はマークの除去・抹消命令に違反した場合等に、大臣は当該事

業者の認定を取消すことができる。（ＪＡＳ法第１５条の５）

なお、登録認定機関には認定取消権限がない。 
 
３．登録認定機関の登録取消等の場合の認定事業者の取扱い 
登録認定機関が①認定業務を廃止した場合、②認定業務停止

命令又は登録取消を受けた場合等における、当該認定機関の認

定を受けた認定事業者の取扱が規定されていない。 
 
 
 
 

 
 

対応方向 現 行 

１．適合命令、業務改善命令を経て業務停止又は登録取消 
基本的に、認定業務停止命令又は登録取消の前に、登録基準

への適合命令又は業務改善命令を行うこととする。 
 
２．登録認定機関による認定取消権限 
登録認定機関に認定事業者の認定取消権限を付与。（登録基

準として、認証機関による認定取消を前提とするＩＳＯガイド

を採用した場合には、整合性を確保する観点からも必要） 
大臣による認定取消は、例外的な大臣認定に限定するか。 
また、認定事業者は、認定を受けた登録認定機関による定期

監査を受けることを法定化し、定期監査を受けない場合は認定

が失効することを検討。 
註：民間機関が民間事業者に対して不利益処分を行うこと、及び民間事

業者の責によらない事由により認定を失効させることについては、

法制的な見地から検討が必要。 
 
３．登録認定機関の登録取消等の場合における措置 
認定を受けた登録認定機関が登録取消等となった場合、認定

事業者は、他の登録認定機関による認定を受けることとする。 
他に登録認定機関が存在しない又は天災等の理由により認

定業務を実施することが困難な場合は、例外的な大臣認定とし

て扱い、国（又は農林水産消費技術センター）による定期監査

を受けることを検討。 



（参考）登録認定機関に対する国の関与の仕方の見直し案（一覧） 
現 行 対応方向

農  林  水  産  大  臣  農  林  水  産  大  臣  

認 定 製 造 業 者、認

認 定 小 分 け 業 

立入 

検 査 ・

報告 

手数料

認可 

認定 
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録
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・ 変 更

命令 

登録 

(要件
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マ ー ク の
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命令 
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格 付

報告 
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命令 
登 録 認 定 機 関 

保持義務・みなし公務員規定
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善 命 令 ・
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財務諸表開示義務 
 定 生 産 行 程 管 理 者 

者、認 定 輸 入 業 者 

 
認定 
) 
 

認定 

格 付 登業務規
認 定 製 造 業 者、認 定 生 産 行 程 管 理 者 

認 定 小 分 け 業 者、認 定 輸 入 業 者 
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報告 
認定 

マ ー ク の
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命令 

定期的

監査義

務 

認 定

取消 



Ⅱ．有機ＪＡＳに係る登録認定機関に対する国の関与の仕方 
 

有機ＪＡＳについても他の品目と同様の取扱が適当ではないか   
 
論  点  

① 「改革実施計画」において、「有機食品の規格に関しては、

その制度導入の背景や、食品に対する国民の信頼回復の状況

を注視しつつ、新たに導入を予定している消費者が食品の生

産履歴情報を入手できる仕組みと併せ、登録機関による実施

の方向で平成１７年度までに検討し、結論を得る。」とされ

ている。 
 
②  有機ＪＡＳ規格に係る登録認定機関に対する国の関与の

仕方については、基本的に、制度のわかりやすさ及びその統

一的な運用を図る観点から、他の品目と同様の取扱とするこ

とが適当ではないか。 
 
③ ただし、有機ＪＡＳ規格は、他のＪＡＳ規格と比べ、 

(1) 各国の制度との同等性が問われる場面が多く、各国が参

照しているコーデックス（ＦＡＯ/ＷＨＯ合同食品規格委

員会）のガイドラインとの整合性を考慮する必要がある 
(2) 表示規制とリンクした規格である 
といった特色を有していることを考慮する必要がある。 

 
④ コーデックスガイドラインとの関係では、生産の方法のほ

か、検査認証システムが規定されていることを踏まえ、特に

以下の２点について考慮する必要がある。 
(a) 検査認証機関は、公的に「認可」されたものであること。 
(b) 秘密保持義務があること。 

 
⑤ 表示規制との関係では、「有機」「オーガニック」等と表示

するためには、有機ＪＡＳマークを付ける必要があることか

ら、有機ＪＡＳ規格が表示の信頼性を担保する上で重要な役

割を担っていることを考慮する必要がある。（農林水産省と

しても、有機ＪＡＳについて重点的に監視を実施している） 
 
【対応方向】 
 Ⅰ．で検討してきたように、登録基準としてＩＳＯガイドを

引用することにより、国際的な整合性が確保されることから、

有機ＪＡＳ規格についても他の品目と同様の取扱とすること

が適当ではないか。 
 
註：「消費者が食品の生産履歴情報を入手できる仕組み」である生産情

報公表ＪＡＳ規格については、表示規制を行っていないこと及び対

応する国際規格がないことから、他の品目と同様の取扱とする。



（参考）コーデックスガイドラインについて 
コーデックス有機生産食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン（Guidelines for the production, processing, labeling 

and ,marketing of organically produced foods（抜粋）） 
 
第１章 適用範囲 

1.1 このガイドラインは、有機的な生産方法について言及した表示を付

した、あるいは付そうとする以下の産品に適用する： 

 (a) 未加工の植物及び植物からの産品、付属書１（註：有機的生産の

原則）及び３（註：後述）に規定されている生産の原則及び特定

の検査規則の範囲での家畜及び畜産物、及び 

 (b) 上記(a)を原料とした人間の消費に供する加工農作物及び加工畜

産物 
 
第６章 検査及び認証システム 

6.1 検査及び認証システムは、有機的に生産された食品の表示及び強調

表示（claims）を証明するために用いられるものである。システム

を作成する際には「食品の輸出入の検査・認証のための原則」、そし

て「食品輸出入検査・認証制度の設計、運営、評価、及び認可のた

めのガイドライン」17を考慮すべきである。 

  脚注 17：ISO ガイド 65 等の他の承認済み国際基準をも参照のこと 

6.2 所管官庁は、パラ 1.1 に規定される産品の生産、調製又は輸入を行

うオペレーターが属すべきである、一つ以上の指定当局及び／又は公

的に認可された検査・認証団体 18 によって運営される検査システム

を確立すべきである。 

脚注 18：有機の承認過程においては、「認証団体」あるいは「検査

団体」が行う認証という言い方がされることが多い。同一の団体が

これらの機能を行う場合には、そこでは検査と認証の役割を明確に

分離しなければならない。 
6.5 公的に認可された検査及び認証機関としての認可（approval）を完

結するために、所管官庁やその指定者は、その評価を行うに際して、

以下の事項を考慮すべきである。 

(a) 遵守されるべき標準的な検査・認証手続。これには、検査方法

及び検査を受けるオペレーターに当該団体が課そうとする事前措

置の詳細な説明が含まれる。 

(b) 違法／違反が発見された場合に当該団体が適用しようとする罰

則 

(c) 能力のある職員、管理及び技術的な施設、検査の経験及び信頼性

という形でみて十分な資源があるか、またそれらが適切に利用さ

れる状態にあるかどうか 

(d) 当該団体の、検査を受けるオペレーターに関しての客観性 

6.6 所管官庁又はその指定者は、以下のことを行うべきである。 

(a) 検査あるいは認証団体が代表して実施する検査の客観性の確保 

(b) 検査の有効性の確認 

(c) すべての発見された違法行為及び／又は違反及び適用された罰

則の把握 



(d) (a)及び(b)にいう要件を満たすことができない場合、パラ 6.5

に示された判断基準をもはや満たさなくなった場合、あるいはパ

ラ 6.7 から 6.9 に規定された要件を満たさなくなった場合の、認

証団体又は当局に対する認可の取消 

6.7 パラ 6.2 にいう、公的及び／又は公的に認可された認証団体又は当

局は、 

(a) 少なくとも付属書３で規定されている検査方法及び事前措置が、

検査対象である事業に確実に適用されるようにすべきであり、か

つ、 

(b) 検査又は認証活動の結果得られた秘密情報及びデータを、当該

事業に責任を持つ者及び所管官庁以外の者に公開すべきではない。 

6.8 公的又は公的に認可された検査・認証団体又は当局は、以下のこと

を行うべきである。 

(a) 政府所管官庁又はその指定者が、監査のためにその事務所及び

施設に立ち入り、そこに属するオペレーターに対する不定期の監

査のため、オペレーターの施設に立ち入ることができるようにし、

また、本ガイドラインに従った義務を遂行するために政府所管官

庁あるいは指定者が必要であると考えるあらゆる情報及び支援を

提供すること 

(b) 政府所管官庁又はその指定者に、毎年、前年における検査対象

であるオペレーターのリストを送付するとともに、簡潔な年次報

告書を上述の所管官庁に提出すること 

6.9 パラ 6.2 にいう指定された当局及び公的あるいは公的に認可され

た検査及び／又は認証機関は、 

(a) 第３章及び第４章又は付属書３にいう措置の履行に違反が発見

された場合には、有機的生産方法に関してパラ 1.2（略）で規定さ

れた表記が、全ロット又は当該違反の影響を受けた生産単位から

確実に除去されるようにすべきである。 

(b) 明白な違反又は長期的な影響のある違反が発見された場合には、

当該オペレーターが有機的生産方法に関する表記を付した産品を

販売することを、所管官庁又はその指定者と合意した期間におい

て禁止すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（付属書３）検査あるいは認証制度の下での最小限の検査の要件及び事前措置

１．本ガイドライン第３章に従って表示される産品が国際的に合意され

た実践に合致していることを証明するためには、食物連鎖全体にわ

たる検査措置が必要である。公的あるいは公的に認可された認証団

体又は当局、及び所管官庁は、本ガイドラインに従った政策及び手

続を確立すべきである。 

２．検査団体が、書面にした、及び／又は文書化された記録を入手し、

検査体制の下にある施設に立ち入りを可能とすることが不可欠であ

る。検査の下にあるオペレーターは、所管官庁あるいはその委任する

当局による立ち入りを認めるべきであり、第三者機関による監査目的

のために必要なあらゆる情報を提供すべきである。 
 
Ａ．生産ユニット 

９．公的あるいは公的に認可された認証団体又は当局は、ユニットの総

合的な実地検査が少なくとも年１回は確実に行われるようにすべき

である。本ガイドラインのリストにない産品について、その使用が

疑われる場合には、その試験に用いるサンプルを採取することがで

きる。検査報告書は、立入検査毎に作成しなければならない。それ

に加え、必要に応じてあるいは不定期に、事前の通告無しの視察も

行わなければならない。 

１０．オペレーターは、検査目的のために認証団体又は当局に対し、貯

蔵・生産を行う保有地及び土地区画、並びに会計書類及び関係書類

を開示すべきである。また、オペレーターは、検査の目的に必要と

考えられるあらゆる情報を検査団体に提供すべきである。 

 
Ｂ．調製、包装ユニット 

４．公的あるいは公的に認可された認証団体又は当局は、ユニットの総

合的な実地検査が、少なくとも年１回は確実に行われるようにすべき

である。本ガイドラインのリストにない産品について、その使用が疑

われる場合には、その試験に用いるサンプルを採取することができる。

検査を受けたユニットの責任者が連名で署名した検査報告書を、立入

検査毎に作成しなければならない。それに加え、必要に応じて、ある

いは不定期に、事前の通告無しの視察も行われるべきである。 

５．オペレーターは、検査目的のために公的あるいは公的に認可された

認証団体あるいは当局に対し、ユニット並びに書面にした会計書類及

び関係書類を開示しなければならない。また、オペレーターは、検査

の目的に必要なあらゆる情報を検査団体に提供すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅲ．登録格付機関による格付の扱い 
 

登録格付機関による格付の制度は、廃止又は縮小してはどうか 論  点   
 
【登録格付機関制度を廃止すべきとの立場】 
①  平成１１年のＪＡＳ法改正により、登録認定機関に認定さ

れた製造業者等による自己格付が主流となり、登録格付機関

の業務は、認定を受けていない一般製造業者の製品に対する

Ⅰ種格付（ロットごとにサンプリングを行い、検査・格付）

のみとなった。実態としても最近は、ＪＡＳ規格の廃止又は

格付ニーズの低下等により登録格付機関の業務を廃止する

法人が増える一方で、登録格付機関の新規登録はなく、今後

もその可能性は低いと見込まれる。 
 
②  ＪＡＳ規格の内容を見ても、製造方法等が指定されている

品目や原材料（食品添加物等）が限定されている品目が多い。

このため、格付にあたり原材料の使用や製造方法といった生

産行程の把握が必要であり、実態として最終製品のみの検査

によるⅠ種格付では対応できない。 
 
③  最終製品の検査だけでなく、製造業者等の日頃の業務の実

態を把握できる登録認定機関制度のほうが、ＪＡＳマークが

付された商品の信頼性の向上に資するのではないか。 
 

【登録格付機関制度を維持すべきとの立場】 
④ 従来よりⅠ種格付のみが行われている畳表については、現

行の規格を前提とすれば、最終製品の検査だけでもＪＡＳ規

格への適合性が判定可能。 
畳表は、零細ない草農家が製造しており、検査能力、人員

等の面で認定製造業者となるのは困難と見られる。また、格

付にあたり目視検査が重視されることから、自己格付ではＪ

ＡＳ格付品の品質にバラツキが生じることが懸念される。 
また、公営住宅等の建築に当たりＪＡＳ格付品が指定され

ていることから、引き続きⅠ種格付のニーズが見込まれる。 
 
⑤ 生糸については、現行の規格を前提とすれば、最終製品の

検査だけでもＪＡＳ規格への適合性が判定可能。また、商品

取引にもＪＡＳ格付品が利用されており、輸入品を含め、流

通業者等によるⅠ種格付のニーズが見込まれる。 
 
⑥ ＪＡＳ規格が建築基準法に引用されている林産物（例：ホ

ルムアルデヒド発散建築材料；合板、木質系フローリング、

構造用パネル、集成材、単板積層材等）については、ＪＡＳ

規格に基づく格付が住宅建材としての使用制限とリンクし



ていることから、認定を受けていない零細業者の製品又は輸

入品等について、流通業者等によるスポット的なⅠ種格付の

ニーズが見込まれる。 
 
【対応方向】 
 上記を踏まえれば、登録格付機関制度については廃止の方向

を基本とすべきではないか。 
 
ただし、④から⑥の論点も考慮し、 

・ 登録格付機関制度は廃止するが、製造業者に限らず、流通

業者又は輸入業者であっても、生産行程を管理し又は把握で

きる者であれば、登録認定機関による認定を受けることを可

能とする 
又は、 
・ 最終製品の検査だけでＪＡＳ規格への適合性が判断できる

品目に限り、登録格付機関制度を存続する 
といった検討を行っていく必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（参考）登録格付機関の位置づけの変化 
平成１１年改正前 平成１１年改正後（現行)

農 林 水 産 大 臣 農 林 水 産 大 臣 

認定 承認 登録 登録認定 登録

登 録 認 定 機 関 登 録 格 付 機 関 登 録 格 付 機 関 

検査・判定 検査・判定
認定

商品送付・ 

サンプリング 

商品送付・ 

サンプリング 

格付

申請

格付

申請

認定製造業者 承認製造業者 認 定 製 造 業 者 一般製造業者 一般製造業者

サンプリング 

検査・判定 

ＪＡＳマーク貼付

サンプリング 

検査・判定 

ＪＡＳマーク貼付

出荷 

サンプリング 

検査・判定 

ＪＡＳマーク貼付

ＪＡＳマーク

事前加刷・ 

判定後に出荷

ＪＡＳマーク

事前接受・ 

判定後にマー

ク貼付・出荷 “Ⅰ種格付” “Ⅰ種格付”
出荷出荷 “自己格付”

Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 製 品 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 製 品 

（ 網 掛 け は、登 録 格 付 機 関 が 行 う 格 付 行 為 ）



Ⅳ．都道府県及び農林水産消費技術センターによる格付の扱い 
      

 
（仮に、Ⅲ．において登録格付機関制度を何らか

の形で存続させるという結論となった場合） 
 
 
 
 
① 平成１５年１１月現在、都道府県が格付を行っているのは、

畳表について格付を行う岡山県、広島県、福岡県及び熊本県

のみであり、独立行政法人農林水産消費技術センターが格付

を行っているのは生糸のみである。 
 
② 「改革実施計画」における「行政代行でない、公正・中立な

第三者機関による検査」という観点から、都道府県及び農林

水産消費技術センターが登録を受けずに直接格付を行う制度

は廃止すべきではないか。（少なくとも、民間機関と同様の登

録基準を満たして登録格付機関として登録されなければ、格

付を行えないこととする。） 
 
（参考

消費

機関

れ、

鶏肉

論  点  現 行 

農  林  水  産  大  臣  都道府県等による格付についても、登録機関による

実施に移行すべきではないか 
手数料

認可（ｾ

ﾝ ﾀ ｰ の

み） 

格付

報告

手数料

認可 

格付

報告 
報告

登録 

(要件) 

・ 登 録

取消 

登録

事項

変更

届出 

業 務 規

程認可 

・ 変 更

命令 

格付の改 

善命令・マ

ークの除去

抹消命令 

立入 

検 査 ・

報告 
都道府県・  

農林水産消費

技術センター 

 登 録 格 付 機 関 
格付 
）登録認定機関制度に関しては、都道府県及び農林水産

技術センターの特例はなく、都道府県であっても、民間

と同様の登録基準を満たして登録認定機関として登録さ

事業を行っている。（有機農産物：石川県、高知県等、地

：岐阜県） 

格付 

一 般 製 造 業 者 等 



（参考１）畳表のＪＡＳ規格を巡る現状と論点 
 
１．畳表のＪＡＳ規格の概要 

  適用の範囲、定義、規格（品質の基準及び表示の基準）及

び測定方法からなる。 

  品質の基準は、重さ、水分、たて糸の太さ、たて糸の引張

り強さ及び伸び率、品位である。 

  また、表示の基準として、等級、たて糸の種類等のほか、

産地名を表示することとなっている。 
 

２．格付検査の概要 

  畳表の格付検査は、最終製品の抜き取りにより行い、品質

の基準である重さ、水分、品位等について行う。 

 

３．格付の現状（別表の格付実績を参照） 

  畳表の格付は、全てⅠ種格付であり、登録認定機関は存在

しない。 

畳表については、農林水産大臣に登録された登録格付機関

は存在せず、広島県及び福岡県において県知事に登録された

登録格付機関が格付を行っているほか、岡山県、広島県、福

岡県及び熊本県の４県において、県自らが格付を行っている。 

註：格付を行う区域が一の都道府県を越えない登録格付機関につい

ては、都道府県知事が登録を行うこととされている（ＪＡＳ法施

行令第３０条） 

 

４．登録認定機関制度への一本化に伴う論点 

①  畳表については、国土交通省建築工事共通仕様書、国土交

通省公共住宅建設工事共通仕様書、都市基盤整備公団建築工

事仕様書のほか、都道府県営住宅又は一部の市営住宅の建築

工事共通仕様書においてＪＡＳ規格が引用されており、各種

公営住宅建設の際に、格付された畳表を使用した畳の納入が

指定されている現状にある。 

このため、公団住宅等におけるＪＡＳ格付品指定が存続す

る限り、今後も一定の格付需要が継続すると見込まれる。 

②   一方、畳表の生産は、零細ない草生産農家により、家内工

業的に行われていることから、零細な生産者が検査能力、人

員、経費等の面で認定製造業者となるのは困難ではないか。 

③   ＪＡＳ規格の内容としても、着色表の判別、色沢及び地合

い等の目視検査が重視されることから、認定製造業者による

自己格付の仕組みでは、同一の等級に格付されたＪＡＳ格付

品の品質にバラツキを生じることが懸念される。 

④   また、実態として問屋等の流通業者による格付の申請が主

流である。 

⑤   畳表のＪＡＳ規格の方向性として、今後とも、最終製品の

検査のみで担保しうる内容（品質の基準）に限定するか、あ

るいは、製造工程の管理・把握が必要な内容としていくかと

いうことについても考慮する必要がある。 



○ 別表：畳表の格付実績（各県からの格付実績報告による） 

年 度 格付実施県 格付数量 

（千枚） 

総量（千枚） 

【格付率】 

年 度 格付実施県 格付数量 

（千枚） 

総量（千枚） 

【格付率】 

島根県           ３ 島根県            ０ 

岡山県       １９１ 岡山県        １９３ 

広島県       １８６ 広島県        １４２ 

福岡県       ２４４ 福岡県        ３６７ 

熊本県       ４４１ 熊本県        ３３６ 

大分県           ４ 大分県            ０ 

 

平成１０年度 

合 計   １，０６９ 

 

 

３１，６４６ 

  【３．４％】 

 

平成１３年度 

合 計    １，０３８ 

 

 

３０，７７２ 

  【３．４％】 

 

 

島根県           １ 島根県            ０ 

岡山県       １５３ 岡山県        ３８１ 

広島県       １８９ 広島県        ３９７ 

福岡県       １７０ 福岡県        ４５６ 

熊本県       ３４８ 熊本県        ４５６ 

大分県           ２ 大分県            ０ 

 

平成１１年度 

合 計       ８６３ 

 

 

２９，４９２ 

  【２．９％】 

 

平成１４年度 

合 計    １，６９０ 

 

 

３２，５０１ 

  【５．２％】 

 

 

島根県           ０ 島根県            ０ 

岡山県       １６３ 岡山県        ２４０ 

広島県         ６３ 広島県        ２８１ 

福岡県       １３２ 福岡県        ２３８ 

熊本県       ２６６ 熊本県        ２９０ 

大分県           ０ 大分県            ０ 

 

平成１２年度 

合 計       ６２４ 

 

 

３４，１７２ 

  【１．８％】 

 

 

平成１５年度 

合 計    １，０４９ 

 

 

－ 

註１ 平成１５年度の数値は４月～１０月の合計 

註２ 総量は、国内生産量と輸入数量の合計値（輸入数量は、輸入重量を１．７ｋｇ／枚とした換算値） 



（参考２）生糸のＪＡＳ規格を巡る現状と論点 
 
１ 生糸のＪＡＳ規格の概要 

適用の範囲、定義、規格（品質の基準及び表示の基準）及

び測定方法からなる。 

品質の基準は、性状、形状、水分、平均繊度（註：繊度と

は、生糸の太さをいう。）、繊度偏差、繊度最大偏差、節、再

繰切断及び伸度である。 
また、表示の基準として、等級、繊度等のほか、輸入品に

あっては、原産国名を表示することとなっている。 
 

２ 格付検査の概要 

生糸の格付検査は、最終製品の抜き取りにより行い、品質

の基準である性状、形状、水分等について行う。 

                                                                                                  

３ 格付の現状（別表の格付実績を参照） 

平成１４年度までは、独立行政法人農林水産消費技術セン

ター及び登録格付機関である財団法人生糸検査協会が、一般

製造業者、承認製造業者又は流通業者等の申請を受けて、格

付検査を行っていた。 
生糸検査協会は、平成１４年末をもって格付業務を廃止し、

平成１５年６月に法人を解散した。 そのため、現在、Ⅰ種

格付を実施しているのは農林水産消費技術センターのみで

ある。 

一方、財団法人大日本蚕糸会が平成１５年８月に登録認定

機関となり、同年９月以降、製造業者３工場が認定を受け、

格付を行っている。（認定製造業者による格付実績について

は、大臣への報告期限が翌年９月末のため、未集計） 
 

４ 生糸取引におけるＪＡＳ規格の役割 

  横浜商品取引所及び関西商品取引所の受渡供用品（商品取

引の決済時に使用できる品物）とする生糸については、ＪＡ

Ｓ規格による格付を受ける必要があり（横浜商品取引所業務

規程、関西商品取引所業務規程）、また、独立行政法人農畜

産業振興機構が輸入によって保有する生糸については、売渡

しの際、ＪＡＳ規格による生糸の格付荷口を単位とするよう

規定されている（生糸の輸入に係る調整等に関する法律）な

ど、ＪＡＳ規格が取引の指標の一つとなっている。 
 

５ 登録認定機関制度への一本化に伴う論点 

① 生糸のＪＡＳ規格については、平成１５年８月に登録認定

機関が登録され、製造業者による格付が可能となったが、次

の(1)(2)のような点から、Ⅰ種格付にも一定のニーズが見込

まれる。このことについて、どのように対応するか。 

(1) 生糸は貯蔵性があるが、貯蔵に伴い品質が変化するこ

とから、例えば、生糸流通業者が商品取引所の受渡供用

品の供用期限である格付検査後１２ヶ月を過ぎた生糸に

ついて流通業者等が再度格付検査を受ける例も多く見ら



れる。（平成１５年度（４月～９月）のⅠ種格付（全９７

件）に占める再格付検査は７４件で７６％となってい

る。） 

(2)  流通業者間の取引が頻繁に行われること及び輸入生糸

の品質を確認する必要があることから生産者以外にも格

付を希望する者が多数存在している。 

 
② また、生糸のＪＡＳ規格の方向性として、今後とも、最終

製品の検査のみで担保しうる内容（品質の基準）に限定する

か、あるいは、製造工程の管理・把握が必要な内容としてい

くかということについても考慮する必要がある。 

 

○ 別表：生糸の格付実績（独立行政法人農林水産消費技術センター及び財団法人生糸検査協会による格付実績報告による） 

年 度 Ⅰ種格付  Ⅱ種格付  格付数量計（ｋｇ） 国内引渡数量（ｋｇ） 

 

格付実施機関 

件数    数量（ｋｇ） 件数 数量（ｋｇ） 【うちⅠ種格付の

占める割合】 

【格付率】 

消費技術センター     ２８ １１，１３０ ２８９ １７１，９００ ２４５，５２０ 平成１０年度 

生糸検査協会    ３３ １２，６９０ ８５ ４９，８００  【９．７％】 

 ３，００２，６４０ 

        【８．２％】 

消費技術センター     ５１ ２１，９６０ ２０６ １２１，８００ １７９，５５０ 平成１１年度 

生糸検査協会    ２７ １０，２００ ４６ ２５，５９０ 【１７．９％】 

 ３，００２，１６０ 

      【６．０％】 

消費技術センター     ５８ ２０，８５０ １７８ １０２，６００ １４１，４５０ 平成１２年度 

生糸検査協会   １ ３００ ３０ １７，７００   【１５．０％】 

 ２，７５４，５４０ 

      【５．１％】 

消費技術センター      ７７ ３４，２６０ １５７ ８６，４００ ２３５，３２０  ２，２８９，７８０平成１３年度 

生糸検査協会  １ ６０ １９３ １１４，６００  【１４．６％】     【１０．３％】 

消費技術センター     １７８ ８９，４００ １５６ ８１，６３０平成１４年度 

生糸検査協会   ０      ０ １０２ ６０，３００ 

２３１，３３０ 

【３８．６％】 

 ２，１４４，７６０ 

      【１０．８％】 

平成１５年度 消費技術センター     ９７ ４５，０００ ３６ １９，８００ ６４，８００  １，０３７，９４０ 

  【６９．４％】      【６．２％】 

    註１ １５年度は、４月～９月の合計 

   註２ Ⅱ種格付とは、承認製造業者が格付の業務の一部を行う格付方法の通称で、平成１５年６月に平成１１年ＪＡＳ法改正の経過措置終了

により廃止された。 

    註３ 国内引渡数量とは、国産、輸入を問わず、実需者に実際に引渡された数量（農林水産省生産局特産振興課調べ） 



Ⅴ．その他の検討課題 
 
１．登録認定機関による認定のあり方 
現行制度においては、登録認定機関が、生産・品質管理体制

等の技術的基準を満たした製造業者等を認定し、認定事業者が

自ら製品を検査し、ＪＡＳマークを貼付する仕組みとなってい

る。 
食の安全・安心へのニーズにより的確に対応する観点から、

認定事業者自身による検査・格付に加え、登録認定機関が、少

なくとも認定時及び監査時に最終製品のＪＡＳ規格適合性に

ついて検査を実施するような仕組みを検討すべきではないか。 
 
２．ＪＡＳマークへの登録認定機関名の併記について 
現行制度においては、有機及び生産情報公表ＪＡＳにおいて、

ＪＡＳマークに登録認定機関名が付されており、その他の飲食

料品においては、ＪＡＳマークに登録認定機関名が付されてい

ないが、全く関係のない第三者がＪＡＳマークを不正使用する

ことを防止する一つの手段として、全てのＪＡＳマークに登録

認定機関名を併記させてはどうか。 
 

３．農林水産消費技術センターの位置づけ 
同様な登録機関による検査・認証の制度に係る他法令（消費

生活用製品安全法等）においては、登録にあたり必要な調査を、

独立行政法人に行わせることができる旨が規定されている。Ｊ

ＡＳ法においても、登録認定機関の登録に係る必要な調査を、

農林水産消費技術センターに行わせることができる旨を規定

してはどうか。 
また、事後チェック体制の整備の観点から、農林水産消費技

術センターが、登録認定機関のチェック機能（業務の監査、立

入検査等）を担うことができる仕組みとすべきではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


